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③【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 24,166 24,166

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 24,166 24,166

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 43,084 43,084

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 43,084 43,084

資本剰余金合計   

前期末残高 43,084 43,084

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 43,084 43,084

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 6,041 6,041

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,041 6,041

その他利益剰余金   

海外投資等損失準備金   

前期末残高 14 7

当期変動額   

海外投資等損失準備金の取崩 △7 △7

当期変動額合計 △7 △7

当期末残高 7 －

特別償却準備金   

前期末残高 13 8

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △5 △4

当期変動額合計 △5 △4

当期末残高 8 4

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 620 620

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 620 620

別途積立金   

前期末残高 115,000 115,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 115,000 115,000

─ 90 ─



(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 9,348 11,388

当期変動額   

海外投資等損失準備金の取崩 7 7

特別償却準備金の取崩 5 4

剰余金の配当 △3,651 △3,651

当期純利益 5,703 1,214

新株予約権の行使 △24 △14

当期変動額合計 2,040 △2,440

当期末残高 11,388 8,948

利益剰余金合計   

前期末残高 131,036 133,064

当期変動額   

海外投資等損失準備金の取崩 － －

特別償却準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △3,651 △3,651

当期純利益 5,703 1,214

新株予約権の行使 △24 △14

当期変動額合計 2,028 △2,451

当期末残高 133,064 130,613

自己株式   

前期末残高 △302 △313

当期変動額   

自己株式の取得 △35 △49

新株予約権の行使 24 21

当期変動額合計 △11 △28

当期末残高 △313 △341

株主資本合計   

前期末残高 197,984 200,001

当期変動額   

剰余金の配当 △3,651 △3,651

当期純利益 5,703 1,214

自己株式の取得 △35 △49

新株予約権の行使 0 7

当期変動額合計 2,017 △2,479

当期末残高 200,001 197,522

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,434 1,706

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,728 △1,557

当期変動額合計 △2,728 △1,557

当期末残高 1,706 149
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △44 △393

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △349 393

当期変動額合計 △349 393

当期末残高 △393 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,390 1,313

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,077 △1,164

当期変動額合計 △3,077 △1,164

当期末残高 1,313 149

新株予約権   

前期末残高 102 233

当期変動額   

新株予約権の行使 － △7

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 131 39

当期変動額合計 131 32

当期末残高 233 265

純資産合計   

前期末残高 202,476 201,547

当期変動額   

剰余金の配当 △3,651 △3,651

当期純利益 5,703 1,214

自己株式の取得 △35 △49

新株予約権の行使 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,946 △1,125

当期変動額合計 △929 △3,611

当期末残高 201,547 197,936
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平成21年６月25日

日本ハム株式会社 

取締役会 御中 

 

   

  
   

  
   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている日本ハム株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の組替後

連結財務諸表（連結財務諸表に対する注記①（ラ）及び⑱参照）、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計

算書、連結資本勘定計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。こ

の連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準（連結

財務諸表に対する注記①参照）に準拠して、日本ハム株式会社及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報  

 連結財務諸表に対する注記⑰に記載されているとおり、セグメント情報については、当連結会計年度よ

り、米国財務会計基準審議会基準書第131号に準拠して作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 
  

 

独立監査人の監査報告書

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  矢  吹  幸  二  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  新  免  和  久  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  関  口  浩  一  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管している。 



 
  

平成21年６月25日

日本ハム株式会社 

取締役会 御中 

 

   

  
   

  
   

  

＜財務諸表監査＞ 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている日本ハム株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の連結財
務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結資本勘定計算書、連結キャッシュ・フロー計算
書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の
責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて
いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人
は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準（連結

財務諸表に対する注記①参照）に準拠して、日本ハム株式会社及び連結子会社の平成21年3月31日現在の財
政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。 
  

＜内部統制監査＞ 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、日本ハム株式会

社の平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運
用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制
報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を
完全には防止又は発見することができない可能性がある。 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として
行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含
め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果と
して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
当監査法人は、日本ハム株式会社が平成21年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価
の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 
  

 

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  矢  吹  幸  二  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  新  免  和  久  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  関  口  浩  一  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管している。 



 

  

平成20年６月27日

日本ハム株式会社 

取締役会 御中 

 

   

  
   

  
   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている日本ハム株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第63期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。

この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、日本ハム株式会社の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 
  

 

独立監査人の監査報告書

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  矢  吹  幸  二  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  新  免  和  久  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  関  口  浩  一  ㊞

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管している。 

２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。 



 

  

平成21年６月25日

日本ハム株式会社 

取締役会 御中 

 

   

  
   

  
   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている日本ハム株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第64期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。

この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、日本ハム株式会社の平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な会計方針に記載のとおり、会社は当事業年度から「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用して

いる。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 
  

 

独立監査人の監査報告書

監査法人 トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  矢  吹  幸  二  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  新  免  和  久  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  関  口  浩  一  ㊞

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管している。 

２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。 



 
  

【表紙】  

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年６月26日 

【会社名】 日本ハム株式会社 

【英訳名】 NIPPON MEAT PACKERS, INC. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長   小 林  浩 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当する事項はありません。 

【本店の所在の場所】 大阪市中央区南本町三丁目６番14号 

【縦覧に供する場所】 日本ハム株式会社東京支社 

  (東京都品川区大崎二丁目１番１号) 

 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 



当社代表取締役社長小林浩は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企

業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制

の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに

準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。  

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その

目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告

の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。  

  

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成21年３月31日を基準日として行われて

おり、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し

た。  

 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）

の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロ

セスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼ

す統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統

制の有効性に関する評価を行った。  

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報

告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社を対象として行った

全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。な

お、金額的重要性において連結売上高その他の指標を基準とし、それらの上位95％に含まれず、且つ質的

重要性の観点からも僅少であると判断した一部の連結子会社及び持分法適用会社については、全社的な内

部統制の評価範囲に含めていない。  

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高及び売上原

価（何れも連結会社間取引消去後）を指標に、前連結会計年度の連結売上高及び連結売上原価の概ね2/3

の割合に達している21事業拠点を「重要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業

の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象

とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、

重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが

大きい取引を行なっている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大き

い業務プロセスとして評価の対象に追加している。  

  

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断

した。 

  

付記すべき事項はありません。 

  

特記すべき事項はありません。 

１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

３ 【評価結果に関する事項】

４ 【付記事項】

５ 【特記事項】



 
  

【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年６月26日 

【会社名】 日本ハム株式会社 

【英訳名】 NIPPON MEAT PACKERS, INC.  

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  小 林   浩  

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。  

【本店の所在の場所】 大阪市中央区南本町三丁目６番14号  

【縦覧に供する場所】 日本ハム株式会社東京支社  

  (東京都品川区大崎二丁目１番１号) 

 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 



当社代表取締役社長小林浩は、当社の第64期(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)の有価証

券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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